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日本語教育の学習者／機関／教師数等
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〇日本語学習者、日本語教育実施機関・施設等及び日本語教師数は過去30年あまりで大幅に増加。
▸日本語学習者 （平成2年：６万人   → 令和５年：26万人）

 ▸日本語教育実施機関・施設等 （平成2年：821機関 → 令和５年：2,727機関）
 ▸日本語教師等数 （平成2年：8,329人 → 令和５年：46,257人）
〇在留外国人及び外国人労働者の継続的な増加が見込まれており、日本語教育環境の整備は引き続き重要。

※ 出典：文部科学省＊「国内の日本語教育の概要」（各年11月1日現在） ＊令和４年度までは文化庁が公表
※外国人に対する日本語教育等を実施している国内の機関・施設等のうち回答のあったものについてのみ集計した数値であり、国内のすべての日本語学習者、日本語教育実施機関・
施設等及び日本語教師数を集計したものではない。
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機関等数 教師等数 学習者数

法務省告示機関 634(23.2％) 13,143(28.4％) 122,001（46.4％）

大学等機関 545(20.0％) 4,534(9.8％) 53,447（20.3％）

国際交流協会 338(12.4％) 9,308(20.1％) 24,679（9.4％）

地方公共団体 336(12.3％) 6,151(13.3％) 20,064（7.6％）

教育委員会 230(8.4％) 3,316(7.2％) 10,279（3.9％）

任意団体 475(17.4％) 6,348(13.7％) 14,461（5.5％）

その他 169(6.2％) 3,457(7.5％) 18,239（6.9％）

合計 2,727 46,257 263,170

・ボランティア 50.3％
・非常勤による者 34.1％
・常勤による者 15.6％

令和５年度日本語教育実態調査より抜粋。調査票を送付し、回答があった機関のみを集計しているため、全数ではない
ことに注意が必要。

出典：文部科学省「日本語教育実態調査」（令和５年度）

主体別日本語教育実施機関数／教師等数／学習者数の内訳（令和５年度）
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○令和５年度は、大学等20.0％、法務省告示機関23.2％、地方公共団体等24.1％、国際
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○令和２年度以降は新型コロナウイルス感染拡大による入国制限等の影響により大幅に減少していたが、令和
４年度に引き続き、令和５年度も増加。

〇学習先機関別の内訳は、令和５年度は、大学等20.3％、法務省告示校46.4％、地方公共団体等
11.5％、国際交流協会9.4％、任意団体等12.4%であった。
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国内の日本語学習者数の推移
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〇日本語学習者数（属性別割合）について、留学生、ビジネス関係者及びその家族が増加傾向にある。

※出典：文部科学省「国内の日本語教育の概要」（各年11月）
※学習者本人による回答ではなく、所属する日本語学習機関・団体の回答を集計したもの。
※属性は、必ずしも在留資格の区分と一致するものではない。

国内の日本語学習者数（属性別の割合）
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8※出典：文部科学省「日本語教育実態調査」（令和５年11月） ※学習者本人による回答ではなく、所属する日本語学習機関・団体の回答を集計したもの。
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日本語教師養成関係
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○国内における日本語教師養成・研修課程（コース）又は科目等を設け、日本語教師等の養成・研
修を実施している機関・施設等数は、平成２年度と比べ約５倍に増加。

※出典：文部科学省＊「国内の日本語教育の概要」（各年11月1日現在） ＊令和４年度までは文化庁が公表

日本語教師の養成・研修実施機関・施設等数の推移
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地域における日本語教育関係

11



33.1 32.5
35.0 36.2

40.7 42.5

50.5 50.7
53.7 56.0

61.1
66.9 67.5 65.0 63.8

59.3 57.5

49.5 49.3 46.3 44.0
38.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

日本語教室がある 日本語教室がない

※１

※１ 令和元年度より日本語教育機関の所在地（市区町村）のデー
タと都道府県が回答した域内の空白地域のデータの双方を使用。

令和元年：地域日本語教育の総合的な体制
づくり推進事業開始

17件（令和元年） → 57件（令和６年）

・域内に「日本語教室がある」市区町村（政令市の行政区を含む）は令和５年度 61.1％
・「日本語教室空白地域」（＊）は平成24年度は64.4％であったが、令和５年度 38.9％

H28：地域日本語教育スタート
アッププログラム開始（継続中）

5件（平成28） → 18件（平成30）
（R６までの延べ実施件数 55件）

（＊）「日本語教室空白地域」とは？
地域における日本語教育（オンラインによる日本語教育を除く）が実施されていない市区町村を指す。

令和元年：日本語教育推進法
公布・施行

日本語教育実態調査令和５年度 結果まとめ
市区町村における日本語教室の有無の推移

令和５年：日本語教育機関認定法
公布
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